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熊本地震への対応について 

２．協会けんぽにおける被災者に対する費用負担等の措置（平成28年６月21日時点） 

事項 内容 
 

28/4/14     
 

28/7/11 
 

28/7/31 

医療機関における 
一部負担金等の 
徴収猶予・免除 
（療養費を除く） 

住宅の全半壊などの被害を
受けた加入者の一部負担金
等について、医療機関窓口
での徴収の猶予及び免除を
平成28年７月31日まで行う。 

任意継続保険料の 
納付期限延長 

被保険者からの申請に基づ
き、平成28年５月分（納付
期限５月10日）及び平成28
年６月分（納付期限６月10
日）の保険料の納付期限を
平成28年７月11日まで延長。 

１．協会けんぽ熊本支部の被災状況及び対応 

○ 熊本支部は、４月16日（土）未明の本震発生直後の18日（月）には営業を停止したものの、 

 翌19日（火）からは営業を再開。 

○ 被災により出勤が困難な職員もいたため、九州の他の支部において現金給付等に係る審査を分担。 
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支部間のインセンティブ制度について 

 １．医療保険者におけるインセンティブ制度の見直しについて 

   昨年の医療保険制度改革において、後期高齢者支援金の加算・減算制度について、予防・健康づくり等

に取り組む保険者に対するインセンティブをより重視するための仕組みへと見直し、平成30年度から開始

することとされた。   

    ※ 別紙１ 本資料４ページ（第63回全国健康保険協会運営委員会（平成27年１月30日)資料） 

 ２．医療保険者におけるインセンティブ制度で用いる評価指標について 

  (1) 厚生労働省の検討会においてまとめられた共通指標 

    １の方針を受けて、本年１月に、厚生労働省の検討会において、全ての保険者が共通的に取り組むべ 

き評価指標がとりまとめられており、今後、保険者種別毎の具体的な評価指標を検討することとされて 

いる。   

    ※ 別紙２ 本資料７ページ（第73回全国健康保険協会運営委員会（平成28年１月29日)資料と同内容） 

 

    (2) 他保険者の検討状況（6月16日時点） 

   ① 健康保険組合・共済組合 

     厚生労働省保険局に設置されている後期高齢者支援金の加算・減算制度検討ワーキンググループに 

おいて、議論が４回程度行われている（指標の候補はできていない状況）。 

   ② 国民健康保険・後期高齢者医療 

     平成28年４月28日に評価指標の候補（別紙２ 本資料11ページ、13ページ）を公表。 
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 (1) 協会けんぽにおけるインセンティブ制度の枠組み（現時点の案） 

  ○ 協会けんぽにおいても、前頁の医療保険制度改革等の趣旨に沿って、予防・健康づくり等に取り 

組む各支部に更なる保険者機能の発揮を促すことなどを目的として、新たに支部間のインセンティ 

ブ制度を検討する必要がある。 

 

  ○ 協会けんぽにおけるインセンティブ制度においては、以下の理由から、都道府県単位保険料率の 

うち後期高齢者支援金に係る部分に評価指標を反映することを想定しているが、今後ご議論いただ 

きたい。 

   ・ 今回のインセンティブ制度が現行の後期高齢者支援金に係る加算・減算制度に代わるものであ 

ること 

   ・ 適正化の取組みにより協会全体で将来負担する後期高齢者支援金の負担軽減にも資すること など 

    

  ○ 評価指標や具体的な調整方法等についても、厚生労働省において検討が進められている健康保険 

組合や共済組合、国民健康保険等の検討状況も見ながら、年度内の決定を目途に運営委員会におい 

てご議論いただきたい。 

 
 
 (2) 協会けんぽにおける評価指標及び評価方法に係る主な論点 

   ① 加算・減算制度とは別の協会内でのインセンティブ付与の仕組み 

   ② 共通の評価指標の具体化（例えば指標に係る数量化の方法） 

   ③ 共通指標以外の協会独自の評価指標を設けるかどうか  

   ④ 保険者機能強化アクションプランの評価・検証等他の評価との関係 

 

 ３．協会けんぽにおける対応について 
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28年度 29年度 30年度 31年度 

 ４．今後のスケジュールについて 

   30年度の実績を、32年度の都道府県単位保険料率（30年度の都道府県単位保険料率の精算）に反映する

ことを想定。 

制度の枠組み 
決定 

30年度 
都道府県単位 
料率決定 

32年度 
都道府県単位 
料率決定 

30年度 
都道府県単位 
料率の精算 

指標に係る30
年度の支部実
績の評価 

・運営委員会で議論 

・支部の意見聴取 

 ５．その他 

   インセンティブ制度の検討に並行して、都道府県単位保険料率において全支部同一の料率としている債

権回収の実績について、支部ごとの実績を反映することも、併せてご議論いただきたい。 

本格運用 試行的運用 
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○データヘルスの取組の普及を踏まえ、保険者が保健事業を行うに当たっては、レセプト･健診データ等を活用した分析に
基づき効果的に実施することとする（データヘルスの推進）。国は指針の公表や情報提供等により保険者の取組を支援。 

○全国のレセプト･健診データを集積したナショナルデータベース(NDB)の充実を図る。また、NDBを用いた分析結果を国民
や保険者にわかりやすく公表。 

○保険者による健診データの保存期間を延長。また、被保険者が異動した場合の健診データの引継に関する手続きにつ
いて、被保険者の同意を前提としつつ、明確化。 

○保険者が、加入者の予防・健康づくりに向けた取
組に応じ、ヘルスケアポイント付与や保険料への
支援等を実施。 

※国が策定するガイドラインに沿って保健事業の中で
実施 

個人や保険者による予防・健康づくりの促進 

１．データを活用した予防・健康づくりの充実 

２．予防・健康づくりのインセンティブの強化 
（保険者） （個人） 

○後期高齢者支援金の加算･減算制度について、予防･健康づく
り等に取り組む保険者に対するインセンティブをより重視するた
め、多くの保険者に広く薄く加算し、指標の達成状況に応じて段
階的に減算(最大10％の範囲内)する仕組みへと見直し、平成
30年度から開始する（政省令事項）。 

・ 特定健診･保健指導実施率のみによる評価を見直し、後発医薬
品の使用割合等の指標を追加し、複数の指標により総合的に評
価する仕組みとする。 

・ 保険者の種別･規模等の違いに配慮して対象保険者を選定する
仕組みとするとともに、国保、協会けんぽ、後期高齢者医療につ
いて、別のインセンティブ制度を設ける。 

３．栄養指導等の充実 
○平成28年度から、後期高齢者医療広域連合において、市町村の地域包括支援センター、保健センター等を拠点として
栄養指導等の高齢者の特性に応じた保健事業を実施することを推進。 

○ヘルスケアポイントの付与 
 
 
 
 
 
 
 

健
保
組
合 

ヘルスケアポイント付与 

・歩数・体重を記録する 
・健康アンケートに答える 
・健康診断を受ける 

ポイント付与（例） 

加
入
者 

健康づくりへの取組 

  第63回全国健康保険協会運営委員会資料 
  資料２の抜粋 

別紙１ 
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保険者インセンティブの検討状況について 

平成28年4月13日 

資料６ 第19回保険者による 
健診・保健指導等に関する検討会 

別紙２ 
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保険者機能強化アクションプラン（第3期） 

アウトカム指標の候補・施策との関連性の検証方法（案） 

20002240
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検証指標の基本的な考え方 
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 アウトカム指標の作成目的 
 
・保険者機能強化アクションプラン（第３期）に沿った取組みを着実に実行していく観点から、この実施状況を検証するための指
標を作成し、目標の達成状況を検証する。 
 
 

 指標作成の方針 
 
・施策とアウトカムの因果関係を可能な限りロジックモデルによる構造化を行い、「プロセス指標」、「アウトプット指標」、
「アウトカム指標」の３段階の指標を設けて、総合的に検証・考察する。 

プロセス指標 施策の実施状況を示す指標 

アウトプット指標 施策の実施効果を検証し、プロセスとアウトカムの間を補完する中間指標 

アウトカム指標（※１） 

施策の実施により発生する効果を示す指標 
実際の検証の際は、協会けんぽの施策によって指標値を向上させる内生要因と 
協会けんぽの取組みの外部で生じる外生要因を考慮する 

実施状況の検証時期 

・平成27年10月制定後から28年度末までの実施状況を29年度上半期に、29年度の実施状況を30年度上半期の運営委員会に報
告し、運営委員会での意見については、次年度の事業計画や保険者機能強化アクションプラン（第４期）（仮称）に反映させる。  

※1 主にアウトカム指標では、協会けんぽの加入者データに基づく指標だけでなく、国などが公表する日本の全体像を反映した公開データも活用し、指標を設定している。 
   公開データは更新時期が定義できないため、検証時点で最適な情報を選択する。 



アウトカム指標の候補・施策との関連性の検証方法 ~目標Ⅰ 医療等の質や効率性の向上~ 
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目標Ⅰ 医療等の質や効率性の向上 
 
＜目指すべき姿＞ 

質が高く効率的な医療・介護サービスの提供 

目標Ⅰ 医療等の質や効率性の向上 

（２）加入者・事業主への情報提供 

(１) 医療等の質や効率性の向上のための調査研究 

（３）意見発信及び政策提言 

・ 医療・介護を必要とするすべての人に対して地域の実情に応じて質が高く効率的な医療・介護サービスが提供される。 
・ 医療提供体制等の在り方について、保険者として加入者・事業主を代表した立場で関与し、他の保険者と連携しながら 
  関係機関へ働きかけや意見発信を行う。 

＜アクションプランとアウトカムの関係性＞ 
 
 目標Ⅰの構成は、 (１) 調査研究で知見・データの集積を図り、(２)(３) でその情報を加入者、事業主、都道府県、国等に発信  
し、質が高く効率的な医療・介護サービスの実現を目指すものである。(１) の施策は、(２)(３)で定義するアウトプット指標、
アウトカム指標の前段に位置づけられる。 



アウトカム指標の候補・施策との関連性の検証方法 ~目標Ⅰ 医療等の質や効率性の向上~ 
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施策 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

支
部 

・人口構造の高齢化や疾病構造の変化を踏まえ、
地域ごとの受療行動、医療提供体制等の現状とそ
れらの相互関係、今後の動向を把握する。 
 
・支部の取組みに必要な知見・データの集積・検
証を図り、必要に応じて、それらの集積・検証結
果を自らの取組みに反映するとともに本部に意見
発信を行う。 
 

本
部 

・医療提供体制等に係る国や都道府県をはじめと
する関係者の動向を情報収集し、各支部での対応
の支援を行う。 
 
・支部に対して、医療提供体制等に係る地域の実
情を可視化した統計データの一覧の提供を検討す
る。 
 
・経済・社会、国における政策等の動向を見なが
ら必要な対応が適切にとれるよう、知見・データ
の集積・検証を図る。 

●今後の動向を分析した調査研究の実施の
有無 

●医療提供体制等に係る地域の実情を可視
化するための分析に資する統計データの提
供状況 

(１) 医療等の質や効率性の向上のための調査研究等 
 
調査研究においては、研究そのものが目的ではなく、業務に還元すると共に、社会に発信していくことが重要となる。(１) は、
(２)(３) の前段としての位置づけのため、独自のアウトカム指標は定義しない。アクションプランを検証する際は、各施策の実施
状況をまとめ、目標Ⅰ(２)(３)へどう寄与したのかを考察する。 

●自らの取組みへの反映の有無 

●医療等の質や効率性の向上に関する支部
の支援状況 

 
 
 

目標Ⅰ(2)(3)へ
の影響を検討し、
実施した施策に
どう寄与したの
かを考察する 

 
 
 

●本部への意見発信の有無 

●知見・データの集積・検証の実施状況 

●調査研究等の
業務への還元状
況 



アウトカム指標の候補・施策との関連性の検証方法 ~目標Ⅰ 医療等の質や効率性の向上~ 
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施策 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

支
部 

・医療提供体制等に係る分
析結果や病床機能報告を
ホームページに公表する等、
医療・介護に関する情報を
提供する。 

本
部 

・支部が各種情報提供を行
うための基礎となるデータ
を提供する。 
 
 
 
・医療の質を可視化するた
めの指標に関する調査研究
について検討を行い、分析
結果をホームページに公表
する等、医療・介護に関す
る情報を提供する。 

●医療・介護に関する加入
者・事業主への情報提供の有
無 

●ホームページ（支部統計情報ペー
ジ）のアクセス数 

●ホームページ（本部統計情報資料
ページ別）のアクセス数 

(２) 意見発信及び政策提言に必要となる加入者・事業主への情報提供 
 
地域医療構想に対する加入者の認知度や理解度に着目し、施策との関係性を検証する。 

●医療提供体制等に係る地域
の実情を可視化するための分
析に資する統計データの提供
数 

●医療・介護に関する加入
者・事業主への情報提供数 

●医療・介護の質に関す
る加入者満足度 
 
※医療・介護に関する加入
者意識（アンケート）調査 

●医療の質を総合的に示
す指標 
- 退院時転帰が治癒・ 
  軽快の割合 
- 再入院率 
- 在院日数 

※厚生労働省DPC公表デー
タ 

●地域医療構想の達成度 
- 医療機能別病床数の状況 



アウトカム指標の候補・施策との関連性の検証方法 ~目標Ⅰ 医療等の質や効率性の向上~ 

6 

施策 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

支
部 

・都道府県の医療審議会や地域医療構
想調整会議等の医療提供体制等に係る
検討の場に参画し、加入者・事業主の
意見を反映した意見発信を行う。 
 
・保険者協議会において、医療提供体
制等に応じて他の保険者と可能な範囲
内でデータを共有し分析を行う。健保
連、国保連、後期高齢者広域連合等の
他の保険者と連携・協同した政策提言
を行う。 

本
部 

・中央社会保険医療協議会をはじめと
する各種審議会において、質が高く効
率的な医療・介護サービスが提供でき
る体制ができるように意見発信を行う。 
 
・各支部が医療審議会等の医療提供体
制等の検討の場へ参画できるよう、国
に対して働きかけを行う。 
 
・健保連、国保連、後期高齢者広域連
合等の他の保険者と連携・協同した政
策提言を行う。 

●地域の医療に関する検討
の場への参画の有無 

●医療・介護の質に関す
る加入者満足度 
 
※医療・介護に関する加入
者意識（アンケート）調査 

(３) 医療・介護の情報に基づく意見発信及び政策提言 
 
医療の質や効率性の向上においては、病床の機能分化や連携を推進し、医療提供体制の「あるべき姿」を実現することが必要であ
る。効率的かつ効果的な社会保険制度体系への改善に結びつく活動に着目して検証する。 

●他の保険者と連携・協同
した分析の実施の有無 

●協会の考えや発信した意見の
国または都道府県における政策
等への反映状況 

●他の保険者と連携・協同
した政策提言状況 

●国や関係機関への要請・
提言状況 

●国や関係機関への要請・
提言状況 

●他の保険者と連携・協同
した政策提言状況 

●医療の質を総合的に示
す指標 
- 退院時転帰が治癒・ 
  軽快の割合 
- 再入院率 
- 在院日数 

※厚生労働省DPC公表デー
タ 

●地域医療構想の達成
度 
- 医療機能別病床数の状況 
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目標Ⅱ 加入者の健康度を高めること 

・ 加入者の健康管理をサポートし、健康に関する情報や健康相談を早期に受けられるようにする。 
・ 従業員の健康づくりに取り組む事業所が自らの取組みを評価でき、健康づくりの取組みが優れた事業所が評価される 
 仕組みを構築する。 
・ 健康づくりに関するエビデンスの構築や指標づくり、インセンティブの付与を行うことで加入者にとってより良い 
 選択ができる。 
・ 加入者の生活習慣病の発症予防、重症化予防の推進を中期的な期間で計画的に行い、医療費等の適正化に寄与する。 

目標Ⅱ 加入者の健康度を高めること 

（１）データヘルス計画の実現 

（２） 

データ分析によ

る効果的な保健

事業の実施 

（３） 

特定健康診査・

特定保健指導の

着実な実施 

（４） 

事業所における

健康づくりを通

じた健康増進 

（５） 

重症化予防等の

先進的な取組み

の実施 

（６） 

国や関係機

関と連携し

た保健事業

の推進 

加入者の健康増進と重症化予防 

＜アクションプランとアウトカムの関係性＞ 

目標Ⅱにおいて (１) データヘルス計画は、(２)～(５) の個別施策の実現に向けた包括的な計画に位置づけられる。(６) は (２)～
(５) の個別施策をふまえた国や関係機関との連携であり、アウトプット指標、アウトカム指標については (２)～(５) を踏襲する。 

＜目指すべき姿＞ 
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施策 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

支
部 

・26年度に策定したデータヘルス計画
について、ＰＤＣＡサイクルを的確に
回し、地域の実情に応じた効果的な保
健事業を進める。 
 

本
部 

・各支部のデータヘルス計画の進捗状
況を確認し、計画が円滑に実施できる
ように支援する。 
 

●データヘルス計画に即した
保健事業実施数、および効果
測定・評価実施数 

●データヘルス計画にて定
める成果目標（上位目標） 

(１) データヘルス計画の実現 
 
データヘルス計画においては、地域の実情に合わせて施策が定められるため、検証指標、及び検証方法は各支部の計画に準拠する。 

●データヘルス計画にて定め
る評価指標 

●支部がＰＤＣＡサイクルを
的確に回すための本部の支援
状況 

●健康寿命 
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施策 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

支
部 

・本部が提供する業種・業態別の健診
データ、市町村別の健診データを用い
て、地域の実情に応じた分析を実施す
る。 

本
部 

・健診データによる保健指導の改善効
果を分析し、エビデンスを構築する。 
 
 
 
・健康づくりに関する取組みが事業所
間で比較できるような仕組み、評価指
標を構築する。 

共
通 

・公衆衛生学会や産業衛生学会等に参
加し、医療費分析や健診・保健指導の
成果等の政策研究を発表する。 

●本部が提供するデータを活
用し、地域の情報を加味した
分析の実施の有無 

●事業毎に設定するアウ
トカム指標 
※データヘルス計画にて定め
る成果目標（上位目標）など 

(２) データ分析による効果的な保健事業の実施 
 
保健事業においては、地域の実情に応じて各支部で様々な取組みを行っており、事業の意図に合わせて設定された指標に基づいて
検証する。限られた資源で最大の効果を得られるよう、効率的な運用にも着目する。 

●データを活かしターゲッ
トを絞った効率的な保健事
業の実施数 ●保健指導の改善効果の分析

の有無 

●健康づくりに関する取組み
が事業所間で比較できるよう
な仕組み、評価指標の構築の
有無 

●医療費分析や健診・保健指
導の成果等の学会発表の有無 

●調査研究等の業務への還
元状況 

●健康寿命 
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施策 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

支
部 

・特定健康診査実施率、保
健指導実施率が低い支部に
おいては、更なる実施率向
上に向けた施策を検討する。 
 
・支部における先進的な取
組みについては、本部に
フィードバックする。 
 

本
部 

・特定健康診査実施率、保
健指導実施率の支部間格差
について、原因分析を行い、
実施率向上に向けた施策を
検討する。 
 
・支部による特定健康診査
実施率、保健指導実施率向
上のための積極的な取組み
を促す仕組みを検討する。 
 
・保健師、管理栄養士の採
用や、保健指導の外部委託
先の拡充を通じて、加入者
への保健指導、健康相談等
の提供体制の整備を進める。 

●特定健康診査実施率、保健
指導実施率向上に向けた施策
案の有無 

●保健指導レベルの改善
者割合（※1） 
- 積極的支援改善者割合 
- 動機付け支援改善者割合 
- 情報提供改善者割合 

※1 ハイリスク者のみ指導しても、新規対象者や保健指導を受けない者が重症化する傾向があるため、年度ごとの全体構成の推移も確認することが望ましい。 
   改善者割合は対象者が２年連続受診者に限定されるため、健診受診率が低い場合、指標として偏りが出てしまう可能性に注意が必要。 
   改善割合＝（改善者数）/（直近2年連続受診者で前年度当該レベルの受診者） ※性年齢調整必要 

(３) 特定健康診査・特定保健指導の着実な実施 
 
特定健診・特定保健指導実施率向上に向けた施策の効果を階層構造をふまえた因果関係に基づいて検証する。 

●生活習慣病予防健診実施率 
●事業者健診データ取得率 
●被扶養者特定健診実施率 

●先進的保健事業への取組み
に関する本部へのフィード
バックの有無 

●支部間格差分析に基づく実
施率向上に向けた施策案の数 

●支部間格差分析に基づく実
施率向上に向けた仕組みの数 

●保健師、管理栄養士の定員、
及び充足率 

●保健指導の外部委託機関数 

●特定保健指導実施率 
●初回面談実施率 
●保健指導6ヶ月間継続率 

●先進的な保健事業の全国展開数 

●支部間格差の縮小状況 

●メタボリックシンド
ローム該当者及び予備軍
の減少率 

●健康寿命 
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施策 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

支
部 

・事業主が主導して会社ぐるみで健康
づくりに取り組む健康宣言等、事業主
による従業員の健康づくりをサポート
する。 
 
 
・都道府県等と連携し、健康づくりに
積極的に取り組んでいる事業所の認定
及び表彰を行う。 
 

本
部 
 

・事業所カルテの指標を充実させると
ともに、事業主が従業員の健康課題等
を把握できるツールの導入を検討する。 
 
・健康宣言等、従業員の健康づくりに
事業主が積極的に取り組める施策の展
開を図る。 
 
・健康づくりに関する取組みが事業所
間で比較できるような仕組み、評価指
標を構築する。 

●健康宣言等の事業所数、事
業所割合 

●動機付け以上の指導
対象者割合（※1） 

※1 動機付け以上の指導対象者割合＝（動機付け以上の指導対象者）/（特定健診受診者）※性年齢調整必要 

(４) 事業所における健康づくりを通じた健康増進 
 
事業主等の健康づくり意識の醸成を目指した取組みに着目し、施策と健診受診率や健康度との関係を検証する。 

●認定及び表彰事業所数、事
業所割合 

●事業主が従業員の健康課題
等を把握できるツールの導入
支部数 

●健康宣言等、従業員の健康
づくりに事業主が積極的に取
り組める施策案の数 

●健康づくりに関する取組み
が事業所間で比較できるよう
な仕組み、評価指標の構築数 

●健康宣言事業所の健診受診率、
保健指導実施率 
 
●認定及び表彰事業所の健診受診
率、保健指導実施率 

●健康寿命 
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施策 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

支
部 

・保険者が医療機関と連携して保健指
導を実施する取組みとして、糖尿病性
腎症患者の重症化予防等の対策を検討
する。 
 

本
部 

・支部で実施している先進的な重症化
予防等の取組みの全国展開を検討する。 

●重症化予防等の対策実施
の有無（※1） 

●事業毎に設定するアウ
トカム指標にて検証 
※人工透析移行者の割合など 

※1 重症化予防は疾病を限定するものではなく、糖尿病に限定しないCKDや、循環器系の再発防止策等含む。 

(５) 重症化予防等の先進的な取組みの実施 
 
重症化予防の対策は疾病に応じて様々な取組みを行っており、事業の意図に合わせて設定された指標に基づいて検証する。 

●事業毎に設定するアウトプッ
ト指標 
※当該事業への参加者数など 

●重症化予防等事業の全国
展開実施数 

●健康寿命 
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施策 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

支
部 

・地方自治体、医師会等の医療関係団
体、中小企業団体との間で包括的な協
定等を締結し、連携の強化を図るとと
もに、健診・重症化予防等の保健事業
を協同で実施する。 
 
・地方自治体や大学等の教育機関と連
携し健康づくりに関するセミナーやシ
ンポジウムを開催する。 

本
部 

・協会の健康づくりの取組みを保健事
業に係る検討会等で積極的に発信し、
国の政策に反映させる。 
 
・従業員の健康づくりを普及するため、
経済団体等の関係機関や国との調整、
連携を進める。 

●包括的な協定等締結の有無 
 
●保健事業の協同実施の有無 

(６) 国や関係機関と連携した保健事業の推進 
 
国や関係機関と連携し、加入者の健康増進を図る取組みに着目する。検証に際しては、各施策の実施内容をまとめ、目標Ⅱ（2）～
（5） への影響を検討し、実施した施策にどう寄与したのか考察する。 
 

●セミナーやシンポジウムの
開催の有無 

●協会の健康づくりの取組み
の保健事業に係る検討会等で
の発信状況 

●経済団体等の関係機関や国
との調整、連携状況 

●協会の考えや発信した意見の
国または都道府県における政策
等への反映状況 

 
 

目標Ⅱ(2)(3)(4)(5)  
への影響を検討し、 
実施した施策にどう寄
与したのか考察する 

 
 

●協同実施の保健事業への参加
者数 

●セミナーやシンポジウムの参
加者数、セミナー後のアンケー
ト結果 
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目標Ⅲ 医療費等の適正化 
 

・ 医療・介護に関する情報を提供することで、加入者が疾病予防等を図り、医療等を受ける際は質が高く安価な医療等の 
 選択ができる。 
・ 医療費等の負担が将来的に過大とならないように、医療費等の伸びを抑え、加入者が安心して医療・介護サービスが 
 受けられる。 
・ 医療費等の適正化を通じて、協会の保険財政の安定化を図る。 

目標Ⅲ 医療費等の適正化 

（４） 

各種審議会での

意見発信 

国民皆保険の維持・発展、保険財政の安定化 

（１） 

ジェネリック 

医薬品の使用 

促進 

（２） 

レセプト、 

現金給付等の 

審査強化 

（３） 

医療機関の 

適切な利用を 

促す広報活動 

＜アクションプランとアウトカムの関係性＞ 
 
目標Ⅲにおいて （１）～（３） は医療費適正化に向けた個別施策。（４） は個別施策を踏まえた社会保険制度体系の改善に向け
た国や関係機関への意見発信であり、アウトプット指標、アウトカム指標については （１）～（３） を踏襲する。 

＜目指すべき姿＞ 
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施策 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

支
部 

・ジェネリック医薬品の使用割合が低い支部では、
更なる使用促進に向けた施策を検討する。 
 
・地域ごとのジェネリック医薬品の使用状況の分
析を実施し、新たな施策の取組みや都道府県をは
じめとする関係者への意見発信に活用する。 
 
・ジェネリック医薬品に関するセミナーの開催に
より、使用促進を図る。 
 

本
部 

・ジェネリック医薬品の使用割合の都道府県間格
差について分析し、格差縮小のための取組みを検
討する。ジェネリック医薬品軽減額通知の対象者
を拡大するなどの使用促進策を検討する。 
 
・ジェネリック医薬品の使用促進のため、国への
働きかけを推進する。国や関係機関と連携した
ジェネリック医薬品の広報や普及啓発に努める。 
 

共
通 

・ジェネリック医薬品の使用促進のために、医療
機関や調剤薬局ごとの使用割合等のデータを活用
し、医療提供側への働きかけを行う。 

●ジェネリック医
薬品の使用割合 
（数量・金額ベース） 

●ジェネリック医薬品の使
用状況分析に関する意見発
信の有無 

●国や関係機関への要請・
提言状況 

●ジェネリック医
薬品の使用割合向
上に伴う医療費軽
減効果額 

●ジェネリックに消極
的な医療機関の割合 

（※1） 

●加入者の都合による
ジェネリック調剤拒否
割合（※3） 

●薬局備蓄理由による
ジェネリック調剤不可
割合 （※2） 

医療機関の視点 

保険薬局の視点 

加入者の視点 

●医療提供側への働きかけ
実施の有無 

※1 調剤レセプトの処方せん発行元医療機関別ジェネリック割合が50%以下の医療機関割合 
※2 （調剤レセプトの一般名処方で薬局備蓄理由により後発品を調剤しなかったコメントレコードのあるレセプト数）/（医科レセプトで一般名処方加算のあるレセプト数） 
※3 （調剤レセプトの一般名処方で加入者の都合により後発品を調剤しなかったコメントレコードのあるレセプト数）/（医科レセプトで一般名処方加算のあるレセプト数） 

●ジェネリック医薬品に関
するセミナー開催の有無 

●ジェネリック医薬品軽減
額通知の回数、件数 

●ジェネリック医薬品の使
用促進に向けた施策の有無 

（１）ジェネリック医薬品の使用促進 
 
ジェネリック医薬品の更なる使用促進に向けては、医療機関、保険薬局、加入者のそれぞれの視点における阻害要因に対して、適
切な対策を講じることが求められる。阻害要因指標の前年度差分に対して実施した施策がどう寄与したのか考察する。 

●ジェネリック医薬品
軽減額通知による軽減
効果額 
●支部間格差の縮小状
況 

上位アウトカム指標
は目標Ⅲ(2)(3)参照 
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施策 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

支
部 

・柔道整復施術療養費の
照会業務の強化などを含
めた、適正受診のための
利用者への働きかけを強
化する。 

共
通 

・レセプト点検、現金給
付の審査、債権回収等の
業務の能力向上を図る。 
 
・医療費適正化をさらに
推進するため、レセプト
点検、現金給付の審査、
債権回収等の業務の強化
を図る。 

(２) レセプト、現金給付等の審査強化 
 
レセプト、現金給付等の審査は全支部統一のフローにて実施しているため、支部個別のプロセス指標ではなく、アウトプット指標、
アウトカム指標で施策の有効性を考察する。 

●柔道整復施術療養費 
- 多部位割合 
- 頻回受療率 
- 長期受療率 

●レセプト点検、現金給付の
審査、債権回収等の研修の実
施状況 

●レセプト点検、現金給付の
審査、債権回収等の強化策の
実施状況 

●レセプト点検 
- 加入者1人当たり資格点検効果額 
- 加入者1人当たり外傷点検効果額 
- 加入者1人当たり内容点検効果額 

●債権 
- 回収率（承継分含む全体） 
- 回収率（最新年度分） 

●柔道整復施術療養費支給額（経年
比較） 
 
●診療内容等査定効果額 
 
●債権残高（経年比較） 

（照会業務については全支部 
 統一フローのため指標省略） 

●１人当たり医療費 
１人当たりの医療費 ＝ 受診率×１件当た
り日数×１日当たり医療費 
 

●国が示す推計式に基づく医療費目
標達成率 
※厚生労働省 第２期医療費適正化計画 

●激変緩和前第1号保険料率 
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施策 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

支
部 

・加入者や患者に対し、
疾病予防・健康情報、医
療機関の選択に役に立つ
情報を提供する。 

 
 

共
通 

・医療機関の適切な利用、
はしご受診の防止等、加
入者に対し医療・介護
サービスを適切に利用す
るための啓発に努める。 

※1 頻回受診は、同一加入者が、同一月、同一医療機関にて、外来の診療実日数が15日以上のもの 
※2 重複受診は、同一加入者が、同一月、同一傷病で複数の医療機関を受診するもの 

(３) 医療機関の適切な利用を促す広報活動 
 
加入者が国が推奨する受療行動を理解し、適切な行動がとられているか、また、頻回受診、重複投与、重複受診等の適正化を図る。
高額療養費の現物給付等は、病院の取りはぐれ防止やキャッシュフロー改善につながることから、広義の医療費適正化として着目
する。 

●疾病予防、健康情報等に関する
認知度 
※医療・介護に関する加入者意識（アン 
ケート）調査 

●疾病予防・健康情報、
医療機関の選択に役に立
つ情報提供の有無 

●医療・介護サービスの
適切利用を促す加入者に
対する対策、および啓発
の有無 

●高額療養費の現物給付実施件数 
●限度額適用認定証交付件数 

●外来頻回受診率（※1） 
●外来重複受診率（※2） 
●地域連携小児夜間・休日診療料
算定率 

●外来重複、頻回受診対象者の医療
費総額（経年比較） 

●プライマリケア達成指数 
- 紹介状なしで特定機能病院等を 
  受診した際の定額負担金発生率 
- 院外処方におけるかかりつけ薬剤師 
  指導料算定率 
- 院外処方における小児かかりつけ 
  診療料算定率 

●１人当たり医療費 
１人当たりの医療費 ＝ 受診率×１件当た
り日数×１日当たり医療費 
 

●国が示す推計式に基づく医療費目
標達成率 
※厚生労働省 第２期医療費適正化計画 

●激変緩和前第1号保険料率 
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施策 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

支
部 

・各支部が都道府県の医療費適正化計
画に係る検討会、後発医薬品使用促進
協議会等の審議会へ参画し意見発信を
行う。 

本
部 

・保険財政の安定を図るため、知見・
データの集積を図るとともに医療・介
護保険制度の改善のための検討を進め
る。 

共
通 

・関係する審議会において、加入者・
事業主の利益が反映されるような意見
発信を行う。 

(４) 各種審議会での意見発信 
 
医療費等の負担が将来的に過大とならないように、医療費等の伸びを抑え、加入者が安心して医療・介護サービスが受けられる社
会保険制度体系への改善に結びつく活動に着目する。検証に際しては、各施策の実施内容をまとめ、目標Ⅲ(１)～(３) への影響を
検討し、実施した施策にどう寄与したのか考察する。 

●協会の考えや発信した意
見の国または都道府県にお
ける政策等への反映状況 

●医療費適正化計画に係る検
討会の参画の有無 

●医療費適正化に関する調査
研究の実施数 

●後発医薬品使用促進協議会
の参画の有無 

●審議会における意見発信状
況 

 
 
 

目標Ⅲ(１)(２)(３)への 
影響を検討し、実施した 
施策にどう寄与したのかを

考察する 
 
 
 

●調査研究等の業務への
還元状況 
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Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの目標を達成するための基盤強化 
 
＜基盤強化に向けた着目点＞ 

・ 保険者機能強化アクションプランの目標を達成するため、「人材育成等による組織力の強化」、「調査研究に関する環境整
備」、「加入者・事業主との双方向のコミュニケーション」、「外部有識者との協力連携」等から基盤強化を行う。 

＜アクションプランとアウトカムの関係性＞ 
 
基盤強化は目標Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを実現するための共通施策のため、基盤としてのアウトカム指標を策定するのではなく、目標Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲのどのアウトカムに寄与するか因果関係を考察する。 

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの目標を達成するための基盤強化 

（１） 

人材育成等による

組織力の強化 

（２） 

調査研究に関する

環境整備 

（３） 

加入者・事業主との双

方向コミュニケーショ

ン 

（４） 

外部有識者との協

力連携 

（５） 

パイロット事業の

積極的な実施と全

国展開 

目標Ⅰ 目標Ⅱ 目標Ⅲ 
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施策 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

本
部 

・組織の要となる人材を育成するため
に支部担当者の研修を充実させる。特
に重要性が増大する創造的な活動に必
要となる人材育成及び予算の配分を充
実させる。 
 
・支部が参画する審議会、協議会等に
おいて、適切な意見発信を行うための
基盤整備、人材育成に努める。 
 

 
 

支
部 

・責任感をもって創造的な活動ができ
る人材を育成する。創造的な活動に携
わる各支部の実務者レベルの担当者を
増やす。 
 
・関係機関と調整・協働ができる交渉
力をもった人材、関係する審議会、協
議会等において適切な意見発信できる
人材を育成し、地方自治体等の施策に
反映させる。 

●人材育成研修の実施回数 
●人材育成研修への参加人数 

（１）人材育成等による組織力の強化 
 
人材育成施策が、目標Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにどう寄与したのか考察する。 

●創造的な活動ができる人材
の育成状況 

●関係機関と調整・協働の実
施の有無 

●審議会、協議会等への参加
の有無 

●人材育成研修の実施回数 
●人材育成研修への参加人数 

 
 
 
 
 
 
 
 

目標Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにどう寄与したのか考察する。 
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施策 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

本
部 

・協会が保有するレセプトデータや健
診データを効果的・効率的に分析がで
きる環境整備を行う。 

支
部 

・医療の質や効率性の向上、生活習慣
病リスクに応じた行動変容の状況、保
健指導の効果、医療費適正化等、業務
の発展に資する調査研究を図る。 

●データ分析に関する研修の
実施回数 
●医療費及び健診データに関
する各種リスト等の各支部へ
の提供数 

(２) 調査研究に関する環境整備 
 
調査研究に関する環境整備施策が、目標Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにどう寄与したのか考察する。 

●医療費及び健診データの各
種リスト等を活用した調査研
究の実施の有無 

 
 

目標Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにどう寄与したのか考察する 
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施策 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

本
部 

・加入者アンケートや協会のモニター、
ＳＮＳ等を活用し、加入者・事業主と
の双方向のコミュニケーションを行い、
加入者・事業主のニーズに合致した施
策の検討、実現を図る。 

支
部 
 

・健康保険委員研修会やセミナー、対
話集会、メールマガジン等の機会をと
らえて加入者・事業主との双方向のコ
ミュニケーションを行い、加入者・事
業主のニーズに合致した施策の検討、
実現を図る。 

●加入者や事業主に対するア
ンケート調査等の実施数 

(３) 加入者・事業主との双方向のコミュニケーション 
 
コミュニケーション施策が、目標Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにどう寄与したのか考察する。 

●健康保険委員研修会、セミ
ナー、対話集会実施の有無 

●健康保険委員の委嘱者数 

●メールマガジンの登録件数、
及び新規登録件数 

 
 
 
 
 
 
 
 

目標Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにどう寄与したのか考察する 
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施策 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

共
通 

協会が主体となり、大学等の研究機関
の有識者と協力連携し、業務に資する
政策指向的な調査研究を実施する。 

●外部協力有識者の有無 

(４) 外部有識者との協力連携 
 
有識者との協力連携施策が、目標Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにどう寄与したのか考察する。 

●外部有識者と協力連携した
調査研究の実施の有無 

 
 

目標Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにどう寄与したのか考察する 
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施策 プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標 

本
部 

・パイロット事業を活用して、新たに
効果的な施策を検討し、協会において
有益な事業については全国展開を図り、
成果を外部へ発信する。 

支
部 

・パイロット事業の提案を通じて、新
たに効果的な施策を検討し、実施する。 

●パイロット事業で全国展
開した件数 

(５) パイロット事業の積極的な実施と全国展開 
 
パイロット事業施策が、目標Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにどう寄与したのか考察する。 

●企画提案の有無 

●パイロット事業の実施の
有無 

 
 
 
 
 

目標Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにどう寄与したのか考察する 
 
 
 
 

●パイロット事業で全国展
開した件数 



役員報酬の改定について 
 

民間企業における給与動向や国家公務員におけるこれまでの給与改定等の社会一般情勢を踏まえ、役員報酬の改定を行う。 

 

１．地域手当 

  地域手当を現行の１６％から１８％に引き上げる。 

なお、引き上げは段階的に行うこととし、平成２８年７月に１７％、平成２９年７月に１８％にそれぞれ引き上げる。 

 

基本給 

地域手当（月額） 

現行 改定後 

現行（16％） H28.7～（17％） H29.7～（18％） 

理事長 1,055,000 168,800 179,350 189,900 

理事 
912,000 145,920 155,040 164,160 

834,000 133,440 141,780 150,120 

監事 720,000 115,200 122,400 129,600 

 

２．賞与 

  賞与基礎額に乗じる割合を、６月期について 140/100→150/100、１２月期について 155/100→165/100へ引き上げる。 

 

現行（年額） 改定後 

（地域手当 16％） 
H28.12～H29.6 

（地域手当 17％） 

H29.12～H30.6 

（地域手当 18％） 

理事長 5,110,315 5,496,656 5,536,535 

理事 
4,417,637 4,751,611 4,786,085 

4,039,812 4,345,223 4,376,749 

監事 3,487,608 3,751,272 3,778,488 

 

３．改定時期 

 平成２８年７月１日 

20002240
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全国健康保険協会役員報酬規程 新旧対照表（改正部分のみ） 

 

新 旧 

 

 （地域手当） 

第５条 基本給の月額に 100分の 18を乗じて得た額を地域手当として支給する。 

 

 （賞与） 

第９条 賞与は、６月１日及び 12月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ

在職する役員に対して支給する。 

２ 賞与の額は、賞与基礎額に、６月に支給する場合においては 100 分の 150、

12 月に支給する場合においては 100 分の 165を乗じて得た額に、基準日以前６

箇月以内の期間におけるその役員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 (１)～(８) （略） 

３～６ （略） 

 

 

   附 則 

１ この規程は、平成 28年７月１日から施行する。 

２ 平成 28 年７月１日から平成 29 年６月 30 日までの間における第５条の規定

の適用については、同条中「100 分の 18」とあるのは「100 分の 17」とする。 

 

 

 

 （地域手当） 

第５条 基本給の月額に 100分の 16を乗じて得た額を地域手当として支給する。 

 

 （賞与） 

第９条 賞与は、６月１日及び 12月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ

在職する役員に対して支給する。 

２ 賞与の額は、賞与基礎額に、６月に支給する場合においては 100 分の 140、

12 月に支給する場合においては 100 分の 155を乗じて得た額に、基準日以前６

箇月以内の期間におけるその役員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 (１)～(８) （略） 

３～６ （略） 
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■中央社会保険医療協議会 

○総会（4月 13日） 

  １ 先進医療会議の検討結果について 

２ 医薬品の薬価収載について 

３ ＤＰＣにおける高額な新規の医薬品等への対応について 

４ 平成 28年度診療報酬改定におけるＤＰＣ制度（ＤＰＣ／ＰＤＰＳ） 

の対応について（概要） 

５ 患者申出療養評価会議の開催について 

  ６ 診療報酬調査専門組織「医療機関等における消費税負担に関する 

分科会」からの報告と今後の進め方について 

  ７ 「選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集」の結果を 

踏まえた関係告示・通知の改正について 

 

○総会（4月 27日） 

  １ 費用対効果評価専門部会からの報告について 

  ２ 診療報酬改定結果検証部会からの報告について 

  ３ 答申附帯意見に関する事項等の検討の進め方について 

  ４ ＤＰＣ対象病院合併に係る報告について 

  ５ 退出等審査会における検討結果を踏まえた対応について 

 

○総会（5月 18日） 

  １ 薬価調査・材料調査に係る関係業界からの意見聴取について 

  ２ 診療報酬改定結果検証部会からの報告について 

  ３ 医療機器の保険適用について 

  ４ 臨床検査の保険適用について 

  ５ 医薬品の薬価収載について 

  ６ ＤＰＣにおける高額な新規の医薬品等への対応について 

 

○費用対効果評価専門部会（4月 27日） 

  １ 費用対効果評価の試行的導入における対象品目等について 

 

○医療機関等における消費税負担に関する分科会（3月 30日） 

  １ 前回のご指摘事項について 

  ２ 医療経済実態調査等の取扱いに係る今後の進め方等について 

中央社会保険医療協議会等について 
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■社会保障審議会 

○介護給付費分科会（3月 30日） 

  １ 平成 27年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査 

（平成 27年度調査）の結果について（概要） 

２ 平成 27年度介護従事者処遇状況等調査の結果について 

 

○介護給付費分科会（6月 1日） 

  １ 平成 27年度の改定検証調査の最終報告について 

２ 平成 28年度の改定検証調査の調査項目について 

 

○介護給付費分科会（6月 15日） 

  １ 平成 28年度介護従事者処遇状況等調査について 

 

○介護保険部会（3月 25日） 

  １ 在宅医療・介護の連携等の推進 

２ 慢性期の医療・介護ニーズに対応したサービスのあり方 

 

○介護保険部会（4月 22日） 

  １ 地域の実情に応じたサービスの推進（保険者機能の強化等） 

 

○介護保険部会（5月 25日） 

  １ 地域支援事業・介護予防の推進 

 

○介護保険部会（6月 3日） 

  １ 介護人材の確保（生産性向上・業務効率化等） 

２ その他の課題１ 

 

○医療保険部会（3月 24日） 

  １ 国保改革の施行に向けた検討状況について 

２ 医療費適正化基本方針の見直しについて 

３ 短時間労働者の適用拡大について（公的年金制度の持続可能性の 

向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案の報告） 

４ 「療養病床の在り方等に関する検討会」の報告等について 
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○医療保険部会（5月 26日） 

  １ 最近の医療費の動向について 

２ 高齢者医療の現状等について 

３ 「子どもの医療制度の在り方等に関する検討会」議論の取りまとめ 

について 

 

○柔道整復療養費検討専門委員会（3月 29日） 

   １ 柔道整復の施術に係る療養費に関する現状と課題 

 

○柔道整復療養費検討専門委員会（5月 13日） 

   １ 前回の療養費検討専門委員会における論点と今後の進め方（案） 

 

○あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会（3月 29日） 

   １ あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの施術に係る療養費に関する 

現状と課題 

 

○あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会（5月 13日） 

   １ 前回の療養費検討専門委員会における論点の整理 

 

○治療用装具療養費検討専門委員会（3月 29日） 

   １ 委員の紹介及び座長の選出について 

２ 治療用装具に係る療養費に関する現状と課題 

 

○療養病床の在り方等に関する特別部会（6月 1日） 

  １ 療養病床の在り方等に関する検討について 

 

 

 ※第 74回運営委員会（平成 28年 3月 24日）～本運営委員会前日までについて記載 



保険財政に関する重要指標の動向 
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関 連 す る 主 な 経 済 指 標 
 

●毎月勤労統計調査（厚労省） 5月 20日発表 

 3月分（確報） 

 ○きまって支給する給与（基本給、時間外給与等） 

  常用雇用労働者数 5～29人の事業所、一般労働者（平成 22年の平均＝100） 

 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

平成 21 100.3 100.6 100.8 101.1 99.2 100.1 99.7 99.4 99.4 99.9 100.1 100.1 

22 99.2 99.8 100.2 100.7 99.3 99.9 100.4 99.7 99.9 100.2 100.3 100.6 

23 98.5 99.5 100.5 100.6 98.8 99.6 99.7 99.5 99.4 99.7 100.0 100.5 

24 98.6 99.4 100.1 100.6 98.8 99.9 100.1 99.8 100.1 100.5 100.3 100.6 

25 99.3 100.2 100.9 101.6 99.8 100.5 100.3 99.8 100.4 100.9 101.2 101.2 

26 99.4 100.3 100.9 101.6 99.9 100.7 100.3 100.0 100.7 100.9 101.4 101.2 

27 100.4 101.0 101.6 102.3 100.7 101.2 101.1 100.9 101.2 101.7 102.0 102.2 

28 100.7 101.6 102.3          

 

常用雇用労働者数 500人以上の事業所、一般労働者（平成 22年の平均＝100） 

 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

平成 25 100.2 101.5 102.0 102.8 101.2 101.3 101.1 101.3 101.1 101.9 101.8 101.6 

26 101.3 101.9 102.5 103.2 101.9 102.4 102.4 101.7 102.1 102.8 102.5 102.6 

27 100.3 100.4 101.6 102.1 100.2 101.1 101.5 100.3 100.4 101.0 100.8 100.9 

28 100.7 101.1 102.3          

 

※平成 27年 1月分の調査より、常用雇用労働者数 500人以上の事業所の調査対象事業所の抽出替え（サンプル事業所

の入れ替え）を行っているため、26年以前（旧サンプル）と 27年以降（新サンプル）の指数に連続性はない。 
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●日銀短観（3月分業況判断ＤＩ） 4月 1日発表 

 ＜中小企業＞（「良い」－「悪い」・％）                                先行き 

2014/12月 → 2015/3月 → 2015/6月 → 2015/9月  → 2015/12月 → 2016/3月  (2016/6月まで予測） 

製造業 4 1 0 0 0 -4 -6 

非製造業 1 3 4 3 5 4 -3 

 

＜大企業＞ 

製造業 12 12 15 12 12 6 3 

非製造業 17 19 23 25 25 22 17 

 

 ※企業経営者に、経営状態が「良い」「さほど良くない」「悪い」の選択肢から一つ選んでもらい、「良い」と答えた企業

の割合から、「悪い」と答えた企業の割合を引く。この数字の変化で、経営者の景気判断の変化を把握する。 

 

 

●中小企業月次景況観測（商工中金） 5月 31日発表 

  5月の景況判断指数は 45.6（前月比 2.2ポイント低下）。 

  2ヵ月連続の低下。6月は上昇を見込む。 

 

 ※景況判断指数が 50を上回れば、調査対象企業の景況判断が前月より「好転」を表し、50を下回れば「悪化」を表す。 
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●月例経済報告（内閣府） 6月 17日発表 

 総論 

景気は、このところ弱さもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。 

 

 雇用情勢 

  賃金をみると、定期給与は横ばい圏内で推移している。現金給与総額は緩やかに増加している。 

先行きについては、改善していくことが期待される。 

 

 

●景気動向指数（内閣府） 6月 7日発表 

 4月分（速報） 

一致指数：前月比 2.0ポイント上昇し、2ヵ月連続の上昇。 

先行指数：       1.4ポイント上昇し、2ヵ月連続の上昇。 

遅行指数：    0.7ポイント上昇し、2ヵ月連続の上昇。 

 

 ※景気の現状把握及び将来予測に資するため、景気に敏感に反応する各種の経済指標を統合して作成。 
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(%) 

診療月 

ジェネリック医薬品使用割合（数量ベース） 

（調剤分） 

協会けんぽ（一般分）新指標 

（参考）医療保険計（公費負担医療を含む）新指標（厚生労働省調べ） 

（参考）協会けんぽ（一般分）旧指標 

（参考）医療保険計（公費負担医療を含む）旧指標（厚生労働省調べ） 

注１．協会けんぽ（一般分）の調剤レセプト（電子レセプトに限る）について集計したもの（算定ベース）。 

注２．「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。 

注３．「新指標」は、[後発医薬品の数量]／（[後発医薬品のある先発医薬品の数量]＋[後発医薬品の数量]）で算出している。医薬品の区分は、厚生労働省「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」による。 

注４．「旧指標」とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製

剤、生薬及び漢方製剤を除外している。 

注５．医療保険計（公費負担医療を含む）は、厚生労働省調べ。 

注６．後発医薬品の収載月には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると、算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。 
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都道府県支部別ジェネリック医薬品使用割合（数量ベース）（調剤分）

新指標（平成28年2月診療分） 

注１．協会けんぽ（一般分）の調剤レセプト（電子レセプトに限る）について集計したもの（算定ベース）。 

注２．「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。 

注３．加入者の適用されている事業所所在地別に集計したもの。 

注４．「新指標」は、[後発医薬品の数量]／（[後発医薬品のある先発医薬品の数量]＋[後発医薬品の数量]）で算出している。医薬品の区分は、厚生労働省「各先発医薬品の後発医薬品の有

無に関する情報」による。 

全国計： 

64.5％ 

(%) 
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都道府県支部別ジェネリック医薬品使用割合（数量ベース）（調剤分）

旧指標（平成28年2月診療分） 

注１．協会けんぽ（一般分）の調剤レセプト（電子レセプトに限る）について集計したもの（算定ベース）。 

注２．「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。 

注３．加入者の適用されている事業所所在地別に集計したもの。 

全国計： 

42.1％ 

(%) 
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